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事故状況
傾斜のある工事現場において、移動式クレーン車とトラックを止め

て作業の準備をしていたところ、移動式クレーン車が動き出し、作業
員が移動式クレーン車とトラックに挟まれ重傷を負ったものです。

事故防止対策
○ やむを得ず傾斜地で作業を行う場合は、
・ 車両のサイドブレーキを確実に施す。
・ 車輪止めを全ての車輪に設置する。
・ 必ずアウトリガーを展張して作業を実施する。
など、車両の移動防止措置を徹底してください。

○ 傾斜地において移動式クレーンを使用する場合には、「クレーン等
安全規則」に則り、傾斜角の制限を超えて使用しないように注意して
ください。

最近、クレーン車の関与する事故が連続して発生しています。クレーン作業を
実施する場合は、道路使用許可の許可条件のほか、「クレーン等安全規則」
などの関係法令を遵守し、安全を最優先に作業を実施してください。


